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2はじめに

◼ 第41回本小委員会（2023年8月17日）において、下げ調整の価値について、GC以前とGC以降に分けて整理
を行い、下げ調整の扱い（価値）については、引き続き、資源エネルギー庁と連携して検討を進めるとしたところ。

◼ 一方、一般送配電事業者が調整力として下げΔkW（下げ調整力）が必要であれば、商品として準備（調達）
することが必要ではないかとのご意見、また、GC以降の下げΔkW（下げ調整力）については、上げと下げの役割
（価値）をはっきり分けて、下げΔkW（下げ調整力）は上げΔkWとは別のリソースに任せるという発想に基づき、
検討を深めてはどうかといったご指摘も頂いた。

◼ そのため、今回、下げΔkW（下げ調整力）のみを応札する（調達する）ケースについて、深掘り検討を行ったため、
ご議論いただきたい。
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◼ 第41回本小委員会で整理した下げ調整の価値のうち、GC以降の下げΔkW（下げ調整力）について今回検討。

出所）第41回需給調整市場検討小委員会（2023年8月17日）資料3をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html

（参考） GC以降の下げΔkW（下げ調整力）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html


4（参考） 第41回需給調整市場検討小委員会 議事録（抜粋１／２）

◼ （中澤オブザーバー）

2024 年度以降の需給調整市場については、調整力公募による特定の電源の年間確保から必要なタイミングで必要な調
整力の量を調達することへの制度変更であり、一般送配電事業者が調整力として下げ調整力が必要であれば、商品として準
備することが必要と考える。

20ぺージに示されている発電・小売の行動として供給余剰となるタイミングで揚水等、経済合理的な行動が望ましいと考え
るが、それぞれの事業者の行動が必ずしも供給余剰や再エネ抑制の解消に繋がるとは限らず、その場合、需給を管理している
一般送配電事業者が必要に応じて下げ調整力を調達することが必要になると理解している。

27 ページの右図に示されているとおり、下げΔkW を確保した場合にゲートクローズ時点で再エネの更なる抑制が必要と理
解する一方で、下げ調整力が必要な現状を踏まえると、下げ調整力に対する商品として準備されていることが望ましく、市場が
できることで下げ調整力の新たな創出を促し、再エネ抑制の低減に寄与する可能性もあると考える。

今回示されている懸念は理解するが、一般送配電事業者において必要な下げΔkW を示し、必要量のみを事前に確保す
る方法等、下げΔkW の確保に対する更なる検討の余地があるのではないかと考えている。引き続き、下げΔkW の調達の必
要性、価値化についてはネガティブプライスの議論も含め、前向きに議論されることを事業者としては期待している。



5（参考） 第41回需給調整市場検討小委員会 議事録（抜粋２／２）

◼ （松村委員）

今回の事務局の整理は合理的、多面的に整理している。合理的な整理はなされているが、下げΔkW の調達が必要と主
張している人達が考えていることの一面しか捉えていないのではないかと少し懸念している。

仮に、調整力は上げも下げも対応できるものとして調達し上げと下げと分けて調達しない世界と、上げと下げを完全に分ける
世界を考える。前者では、調整力供給者に対して、上げにも下げにも対応してもらう結果として、上げ余力も下げ余力も確保
しなければならない状況での応札が原則となるケース。上げ下げ両方に応札も可能であるものの、上げ下げ別々もできるケース。
最低出力が 50%であった場合、下げにも上げにも対応できなければいけないとすると 50%を超えたところで動かしておかなけ
ればならず、50%まで下げることによって下げの調整力を供給することになるが、上げに専念すると 50%の設備利用率で
50%よりも上への対応はする、上げだけに専念するリソースにし、下げのほうは別のリソースに任せる方法もあり得る。前者のよ
うな整理をすると上げ調整力の供給量はむしろ減ってしまう。これは、ちょうど下げ調整力を調達するとむしろ太陽光発電の余
剰を吸収してほしい局面に吸収できなくなることとミラーの関係である。これと同じようなことがその発想でも出てくるはず。更にそ
こで稼働率を上げているとやはり抑制を増やす方向になることと同じと考える。今の運用がそうなっていないことは承知の上である
が、原理的には上げと下げを分けない方法だと、ここで整理された弊害とミラーの弊害がそのまま起きると考える。

更に上げと下げを分けて役割をはっきりさせ、実際にはほぼ発動しなかったとしてもいざとなったらその下げ調整力を供給するこ
とによってΔkW を供給しその対価が得られる市場を開いて欲しいとの要望に対し、ある意味で参加はできる、ただネガティブプラ
イスが実現していないので意味がないだけだという事務局の整理はΔkW の部分で稼ぐ市場を開くべしとの要請に対する回答に
なっていないと考える。中澤オブザーバーの指摘もそういうことなのかもしれないと考えている。ネガティブプライスが実現するまで、
検討はすると言うけれど実際には形だけで、しかもネガティブプライスはいつから実現するかといえば同時市場と同時で、どんなに
早くても 2028 年、遅ければ 2030 年となると、下げ調整力を別途調達すべきと議論した人達が本当に満足するのか、この
説明で本当に満足するのか、少し疑問を持っている。

ネガティブプライスが早急に実現し、それを梃子にして実質的にこれを活性化するという発想もあり得るが、今回の整理はネガ
ティブ過ぎるのでないか。このままでは、本当に一旦これで整理されて、2028 年まで結局何も変わらないのではと少し懸念して
いる。先程の中澤オブザーバーに対する回答のとおり、検討が実質的に更に進むことを期待している。
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◼ また、第9回本小委員会（2019年3月5日）において、平常時には自然体で下げΔkWが確保されること、加えて、
エリア内の供給量が需要量を上回ることが見込まれる時には優先給電ルールにより下げΔkWを確保することができる
ことから、当面、下げΔkW（下げ調整力）については市場調達しないと整理している。

出所）第9回需給調整市場検討小委員会（2019年3月5日）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

（参考） 下げΔkW（下げ調整力）の調達

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html
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9下げΔkW（下げ調整力）の必要性について（１／２）

◼ 現行の需給調整市場においては、GCから実需給にかけて、不足インバランス（需要上振れ・再エネ下振れ等）が
発生する場合、ならびに時間内変動のうち上げ側に対応するため、上げΔkW（上げ調整力）を調達している。

◼ 他方、GCから実需給にかけては、余剰インバランス（需要下振れ・再エネ上振れ等）となる場合や時間内変動に
おいても下げ側の対応が必要な場合もある。

◼ 上記を踏まえると、一般送配電事業者が、調整力として下げΔkW（下げ調整力）が必要である点は、構造上、
上げΔkW（上げ調整力）と変わらないと考えられる。

実需給

実
需
要

GC

小
売
需
要
予
測

EDCとして
下げ調整

EDCに含んで
下げ調整

GF・LFCとして
下げ調整

TSO
再
エ
ネ
予
測

再
エ
ネ
実
績



10下げΔkW（下げ調整力）の必要性について（２／２）

予想
需要

前日スポット市場後 優先給電ルール～GC

長期等

再エネ

調整

最低出力（もしくは停止）
により、下げΔkWがない

予想
需要

長期等

再エネ

調整
再エネを抑制

下げΔkW確保
（V1で持ち上げ）

◼ この点、現状においても、下げΔkW（下げ調整力）が不足すると思われる供給余剰時においては、一般送配電
事業者は、電源Ⅱ運用により事前に調整電源の出力を持ち上げることで下げΔkWを確保し、事後的にその精算
（対価の支払い）を行っている※。

◼ 具体的には、現状、調整電源の大宗が火力等電源であることを踏まえると、スポット市場が安価（ex.0.01円）と
なる供給余剰時においては、スポット市場で差し替えることが経済合理的（下げΔkWを有していない状況）となる。

◼ この際、前日スポット市場後のバランス策定（供給力の積上げ時）において、下げΔkWが存在していないことから、
再エネ等を抑制したうえで、調整電源を持ち上げる（再エネ等と持ち替える）ことで、下げΔkWを確保している。

◼ その後の実需給断面において、下げ調整が行われなかった（下げΔkWとして確保したものの使われなかった）場合、
V1単価で精算されるため、これが下げΔkW確保に対する対価の支払いと見做すことができる。

◼ 他方で、こうした（必要な）下げΔkW確保を、需給調整市場を通じて調達すべきか（合理的かどうか）が、今回
の検討における論点となる。

※ 2024年度以降においても、緊急時（下げΔkW不足時）と見做し、余力活用契約によって同様の運用を行う。

実需給断面

実需要

長期等

再エネ

調整

下げΔkW 下げΔkW
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出所）第9回需給調整市場検討小委員会（2019年3月5日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

（参考） 優先給電ルールにおける下げΔkW確保

時間内変動
対応分を確保
（GF・LFC）

◼ 現在の優先給電ルール（再エネ等出力抑制の決定プロセス）においても、下げΔkWとして、時間内変動対応分
（GF・LFC）ならびにGC以降の需要下振れ・再エネ上振れ対応分（EDC）を確保する運用を行っている。

需要下振れ・
再エネ上振れ
対応分を確保

（EDC）

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html
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◼ 下げΔkWの確保は、調整電源（余力活用電源）の計画値から下げる行為（下表の「②下げ調整力の活用」）
ではなく、予定していた計画値から上げておく行為に該当するため、下げΔkWが不足すると思われる供給余剰時は、
余力活用契約における緊急時と見做して、現行同様の運用（優先給電ルール）を行うことが整合的と考えられる。

出所）第32回需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html

（参考） 余力活用契約における下げΔkW確保の位置付け

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/2022_jukyuchousei_32_haifu.html
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14同時同量インセンティブとの関係について（１／３）

◼ 計画値同時同量制度の下では、GCまでは小売電気事業者と発電事業者が調整（計画変更）し、需給一致を
図り、それでもなお（やむを得ず）生じるGC以降の予測誤差・時間内変動に対して、「調整力」で対応することが
制度上の調整力の建付けとなる。

◼ この点、現行制度は、小売電気事業者と発電事業者に自発的に同時同量を達成させるべく、金銭的インセンティブ
をもって行動・動機を促すためのインバランス料金制度を採用している。

出所）第67回制度設計専門会合（2021年11月26日）資料6
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_06_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_06_00.pdf


15同時同量インセンティブとの関係について（２／３）

◼ 特に不足インバランス側に対しては、需給ひっ迫時に「需給ひっ迫時補正インバランス料金」といった補正処理が設計
されており、これは各事業者に需給ひっ迫時に必要な回避行動を促すことで、できるだけ、市場メカニズムの働く形で
需給バランス改善（不足インバランスの減少）、ひいては中長期的な調整力確保量の低減（これによる社会コスト
増大の回避）に繋げるものである。

需給ひっ迫時において、補正インバランス料金（赤色）が
適用され、インバランス料金は高騰する。
高騰したインバランス料金の支払いを回避するために事業者は
自発的に行動すると考えられる。

出所）第85回制度設計専門会合（2023年5月22日）資料6-1をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_06_01.pdf

※1

※1 2024年度のCの値は引き続き暫定的な措置として200円/kWhを適用し、2025年度以降に関しては別途検討。
※2 2024年度以降、補正料金算定インデックスは基本的に広域予備率を参照する。

※2

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/085_06_01.pdf
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◼ インバランス料金制度は、ペナルティ（罰）ではなく、安定供給確保のためのインセンティブ（動機付け）の仕組み。

出所）第41回制度設計専門会合（2019年9月13日）資料4をもとに作成
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/041_04_00.pdf

（参考） インバランス料金制度の設計趣旨

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/041_04_00.pdf


17同時同量インセンティブとの関係について（３／３）

◼ 言い換えると、中長期的な調整力確保量の低減（これによる社会コスト増大の回避）には、制度全体として同時
同量インセンティブが十分に働く（インバランスを出さない）ような設計とする必要がある。

◼ 例えば、下げΔkWの調達が、逆にGC前の余剰インバランス発生を助長するような制度になった場合、中長期的な
下げΔkW必要量が増加する（社会コストが増大する）といった、制度上望ましくない結果に繋がることも考えられる。

◼ そのため、今回、下げΔkW確保を需給調整市場を通じて調達すべきか（合理的かどうか）検討するにあたり、上記
のような観点（同時同量インセンティブとの関係）は非常に重要となる。
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19検討の前提条件について（１／２）

【検討ケース】

リソース種別 火力等電源 FIP等再エネ電源 充電リソース 上げDR

限界費用 ex.10円/kWh 0円/kWh ー ー

平常時
（前日SP価格が
0.01円/kWh以外）

ケース１－１ ケース１－２ ケース１－３ ケース１－４

余剰時
（前日SP価格が

0.01円/kWh）
ケース２ー１ ケース２－２ ケース２－３ ケース２－４

◼ 前段の観点（同時同量インセンティブとの関係）も踏まえながら、下げΔkW（下げ調整力）を、需給調整市場を
通じて調達すべきか（合理的かどうか）について、いくつかのケースに分けて検討を行った。

◼ 検討ケースとしては、市況として「平常時（スポット市場が0.01円/kWh以外）」と「余剰時（スポット市場が0.01
円/kWh）」を想定した。

◼ また、応札リソースとして限界費用が一定程度ある「火力等電源」と、限界費用がほぼゼロの「FIP等再エネ電源」、
充放電が可能な揚水発電・蓄電池等「充電リソース」、最後に「上げDR」の4つを設定した（計8ケース）。

◼ なお、第41回本小委員会で頂いた意見を踏まえて、下げ調整可能なリソースが、下げΔkW（下げ調整力）のみを
応札するものとして検討を行う※。

※ 上げ下げ調整可能なリソースが、上げ下げ両方に応札すること自体を禁止するものではない。



20（参考） FIT電源による調整力の調達・運用

◼ FIT電源による需給調整取引については、買取義務者に認められていない電気の供給・使用方法となっているため、
調整力の調達・運用（需給調整市場での活用）は現状では不可となっている。

出所）第19回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2020年8月31日）資料1をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/019_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/019_01_00.pdf
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前日 当日

BG

TSO

◼ また、検討の前提条件（市場関係のスケジュール）としては、検討ケースに余剰時（≒優先給電ルール発動時）
が含まれること、ならびに今後の需給調整市場の前日取引化を踏まえ、スケジュールとしては、下表のとおりとする。

◼ なお、優先給電ルールにより出力抑制を行う場合、下げΔkW（下げ調整力）として約定されたリソースについては、
優先給電ルールの出力抑制対象外とする。

14時

翌日
計画

12時 15時 17時

時間前市場
開場

ΔkW
約定

再エネ等
前日抑制指示

16.5時6時

FIT2回目
通知

ΔkW
市場

MMS
算定〆

長周期
送受電量

算定

指示内容
順次送信

翌日バランス・
再エネ等抑制量

および
対象事業者

決定

優先給電ルールに
基づく対応※

実需給GC

※対応開始・終了時刻はおおよその時刻

検討の前提条件について（２／２）

当日バランス・
再エネ等抑制量

および
対象事業者

決定

実需給2時間前

再エネ等
当日抑制指示

10時

スポット
市場

ΔkW
募集量登録



22【ケース１－１】 平常時・火力等電源

◼ 平常時（前日スポット市場が0.01円/kWh以外）において、前日スポット市場の約定価格より限界費用が安い
火力等電源は高出力帯となる。

◼ この場合、火力等電源にとっては、スポット市場の約定結果として下げΔkWが存在していることとなり、下げΔkWを
供出するための機会費用ならびに逸失利益は存在しないこととなる（スポット約定結果としての収益は確定しており、
また下げ調整（ΔkWh）実施時は限界費用より安いV2単価で精算されるため）。

◼ つまり、平常時における火力等電源に対して、需給調整市場で追加コストをかけて下げΔkW調達することは、社会
コストの増加に繋がり合理的ではないと考えられるか。

定格
100

8 9 10 12

最低
20

出力
[kW]

前日SP価格:11円/kWh

限界費用
[円/kWh]

【前日スポット市場後】

定格
100

8 9 10 12

最低
20

【実需給断面】

前日SP価格:11円/kWh

需要に売電 需要に売電

限界費用
[円/kWh]

出力
[kW]

下げ調整（ΔkWh）

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

【ex.V2=9円/kWhで精算】
収入:10×80=800円
（燃料費削減）
支出:9×80=720円
（TSOへのV2支払い）
収支:+80円
（下げ調整に応じるインセンティブ）

下げΔkW供出のための
機会費用・逸失利益なし
（対価性はほとんどない）



23【ケース１－２】 平常時・FIP等再エネ電源

定格
100

0 0 0

最低
0

定格
100

最低
0

火力等電源の下げΔkWが
十分にあれば、約定しない

需要に売電 需要に売電

限界費用
[円/kWh]

限界費用
[円/kWh]0 0 0

【前日スポット市場後】 【実需給断面】

出力
[kW]

出力
[kW]

◼ 平常時においては、火力同様、前日スポット市場の価格より限界費用が安いFIP等再エネ電源は高出力帯となる。

◼ この場合、FIP等再エネ電源にとっても、スポット市場約定結果として下げΔkWが存在していることとなり、下げΔkW
供出のための機会費用は存在しないことになる一方、FIP電源は、発電量に応じてプレミアムを得ることができるため、
下げ調整（ΔkWh）があった場合に、プレミアムが得られなくなることに伴う逸失利益を計上することが考えられる※。

◼ この点、現状においては、下げ調整（ΔkWh）に応じるインセンティブがないFIP等再エネ電源に対し、下げΔkW
価値（価格）を付けたとしても、平常時に火力等電源の下げΔkWが十分にある前提では、火力等電源に価格で
劣後するため、市場約定される（対価が支払われる）ことがなく、実質的に意味がないか。

※ 下げΔkW確保により確定する逸失利益ではないため、本来的にはV2単価のスプレッドとして織り込むべきだが、
ネガティブプライスが導入されていない（V2単価のスプレッドとして織り込めない）現状では有り得る考え方。

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下げ調整（ΔkWh）

下げΔkW供出のための
機会費用なし、プレミアム
の逸失利益は有り得るか

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

【ex.V2=0円/kWh,
プレミアム=5円/kWh 】

収入:0×100=0円
支出:5×100=500円
（プレミアムがなくなる損失）
収支:▲500円
（現状においては、下げ調整に
応じるインセンティブ無）

前日SP価格:11円/kWh前日SP価格:11円/kWh



24【ケース１－３】 平常時・充電リソース（１／２）

◼ 充放電が可能な揚水発電・蓄電池は、充放電ロス等を考慮した上で、電気の価値が安い時間帯で充電（調達）
し、電気の価値の高い時間帯で放電（販売）することが、基本的なビジネスモデルになると考えられる。言い換えると、
調達機会である前日スポット市場の価格によって行動（調達するかしないか）が変わるものと考えられる。

◼ この点、後段のケース２－３（余剰時・充電）において、前日スポット市場価格が安いケースを検討することから、
本ケース（平常時・充電）においては、前日スポット市場価格が高いケースとして検討することとする。

定格
100

11 11 12 12

出力[kW]

時刻

【調達価格が高い場合（今回、平常時で検討）】

2割ロス

定格
▲100

放電

充電

前日SP価格
[円/kWh]

80

売電時間帯に比べて、調達時間帯が十分に安くない場合、
損失となり得ることから、充電（調達）しないこととなる。
（収支）160×12 － 200×11 = ▲280

定格
100

1 1 12 12

出力[kW]

時刻

【調達価格が安い場合（今回、余剰時で検討）】

2割ロス

定格
▲100

放電

充電

80

売電時間帯に比べて、調達時間帯が十分に安い場合、
収入が見込めることから、充電（調達）することとなる。
（収支）160×12 － 200×1 = +1720

実際には、この時間帯で
調達（充電）は実施
しない

前日SP価格
[円/kWh]



25【ケース１－３】 平常時・充電リソース（２／２）

定格
▲100

0
限界費用
[円/kWh]

【前日スポット市場後】 【実需給断面】

出力
[kW]

◼ 前述のとおり、スポット市場価格が高い場合、経済的行動として、市場調達（充電）は実施しないと考えられる。

◼ この場合、充電リソースにとっては、スポット市場約定（市場調達されなかった）結果として下げΔkWが存在している
こととなり、下げΔkW供出のための機会費用ならびに逸失利益※は存在しないこととなる（また下げ調整（ΔkWh）
についても、V2単価を適切に設定することで、下げ調整に応じるインセンティブを作ることはできる）。

◼ 上記より、火力等電源同様、平常時における充電リソースに対して、需給調整市場で追加コストをかけて下げΔkW
調達することは、社会コストの増加に繋がり合理的ではないと考えられるか。

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下げΔkW供出のための
機会費用・逸失利益なし
（対価性はほとんどない）

定格
▲100

8 8 8
0

限界費用
[円/kWh]

出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

販売想定単価から
設定した充電時単価

【ex.V2=8円/kWh,
販売想定=12円/kWh 】

収入:12×80=960円
（後のコマにおけるロス込みの
充電分販売）

支出:8×100=800円
（TSOへのV2支払い）
収支:+160円
（下げ調整に応じるインセンティブ）

※ 後の時間前市場が前日スポット市場より極端に安価となった場合、その差額を逸失利益
（充電機会損失）と捉える考え方も有り得るが、平常時においては殆ど想定し得ないか。

前日SP価格:11円/kWh前日SP価格:11円/kWh



26【ケース１－４】 平常時・上げDR（１／２）

【上げDRがない場合】

◼ DRは、需要家構内の生産プロセスや電力使用（自家発・蓄電池等）の変更により、上げ下げ調整が可能となる。

◼ 上げDRを実施すると、需要家にとって余分に電気料金の支払いが生じることとなるため、DR事業者と合算した収支
（右下図参照）を考えると、市場価格あるいはV2単価で電気を購入していることと同義になる。

◼ この点、当該コマ単体取引で利益が出るものではなく、その本質は需要家構内における充放電ビジネスモデルに近い
（生産プロセスも需要のタイムシフトという意味では同じ）と考えられる一方、単純な需要増加モデルもあり得る。

◼ そのため、本ケースにおいては充電リソース（ケース１－３）との類似点あるいは相違点も踏まえて、検討を行った。

100の電気を使用

発電
（限界費用:10円/kWh）

小売
（販売費用:10円/kWh）

需要家

100

100

10×100

10×100

【上げDRがある場合】

通常100の電気に加え
上げDR100を使用

発電
（限界費用:10円/kWh）

需要家

100

100

10×100

10×100
＋10×100

市場 or
一般送配電事業者

DR事業者

100

100

協力費用

8×100
調整金

10×100

：電気の流れ
：お金の流れ

【需要家・DR事業者の合計収支】
収入:10×100=1,000円
（小売からの調整金）
支出:10×100=1,000円
（小売への電気料金増）

8×100=800円
（市場支払 or TSOへのV2支払）
収支:▲800円（8円購入と同義）

小売
（販売費用:10円/kWh）



27（参考） 電気料金型DRとインセンティブ型DRの取引の一例

◼ 通常のDR（上げ調整）は大きく、「電気料金型DR」と「インセンティブ型DR」の2種類に分けられる。

◼ 調整力運用（ΔkW供出）は、発動（指令）時には確実な応動が求められることから、インセンティブ型DRでない
と実現は難しいと考えられ、今回の下げΔkWについてもインセンティブ型DRを念頭に検討を行った。

【電気料金型DR（通常DR時）】 【インセンティブ型DR（通常DR時）】

通常100の電気から下げDR20
を行い、80の電気を使用

発電
（限界費用:10円/kWh）

小売
（販売費用:10円/kWh）

需要家

100
→80

100
→80

10×100
→10×80

10×100
→10×80

発電
（限界費用:10円/kWh）

小売
（販売費用:10円/kWh）

需要家

100

100

10×100

10×100
−10×20

：電気の流れ
：お金の流れ

市場 or
一般送配電事業者

DR事業者

20

20

協力費用
（ネガワット報酬）

12×20
ネガワット調整金

10×20

通常100の電気から下げDR20
を行い、80の電気を使用
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◼ 生産プロセスにおける上げDR活用は、無駄な需要創出による電力消費ではなく、本来その他の時間帯で消費する
予定であった需要のタイムシフトで実施されるべきであることが、国の審議会において示されている。

（参考） あるべき上げDRの姿

出所）第24回系統ワーキンググループ（2019年12月5日）資料2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/024_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/024_02_00.pdf


29【ケース１－４】 平常時・上げDR（２／２）

◼ 前述のとおり、上げDRは充電リソースと同じと見做せば、平常時において充電することは非経済的行動となることから、
市場調達（充電）されないこととなる（また、単純な需要増加モデルは、お金を払って実施することは考えづらい）。

◼ この場合、上げDRにとっては、スポット市場約定（市場供出されなかった）結果として下げΔkWが存在していること
となり、下げΔkW供出のための機会費用ならびに逸失利益は存在しないこととなる一方で、DR事業者にとっては、
需要家との契約内容によるが、上げDRの実施に伴うコストが発生することも考えられ、こうしたコストを需給調整市場
（ΔkW市場）に計上することも考えられる。

◼ この点、ケース１－２と同様に、平常時に火力等電源の下げΔkWが十分にある前提では、火力等電源に価格で
劣後するため、市場約定される（対価が支払われる）ことがなく、実質的に意味がないか。

0
電気料金
[円/kWh]

【前日スポット市場後】

出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

ベースライン
50

8 8 8
0

電気料金
[円/kWh]

【実需給断面】

出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

ベースライン
50

100 100

【ex.V2=8円/kWh,
ﾀｲﾑｼﾌﾄ時想定=12円/kWh 】

収入:12×50=600円
（後のコマにおける充電分販売）
支出:8×50=400円
（TSOへのV2支払い）
収支:+200円
（下げ調整に応じるインセンティブ）

販売想定単価から
設定したDR時単価

火力等電源の下げΔkWが
十分にあれば、約定しない

下げΔkW供出のための
機会費用・逸失利益なし、
実施に伴うコストの計上は
有り得るか

前日SP価格:11円/kWh前日SP価格:11円/kWh

充放電ビジネスモデルの場合



30【ケース２－１】 余剰時・火力等電源（１／２）

◼ 余剰時（スポット市場が0.01円/kWh）においては、第41回本小委員会で示したように、火力等電源については、
前日スポット市場による差し替えを行うことが経済合理的、言い換えると、前日スポット市場後の需給調整市場に
おいて、火力等電源は下げΔkWの応札余力をほとんど有していないものと考えられる。

◼ この下げΔkWの応札余力がない状況で、仮に下げΔkWへ応札するためには、自らの発電計画を持ちあげる必要が
あり、持ち上げた発電計画分も含め、計画値同時同量を達成するためには、小売電気事業者等への売電する必要
があるものの、余剰時の前日スポット市場後の売電機会を踏まえると、現実的には不可能と考えられる。

◼ そのため、調整力提供者は、余剰時と想定される場合には、前日スポット市場で敢えて非経済的な行動をとることに
よって、下げΔkWの供出（確保および応札）をするものとして検討した。

定格
100

8 9 10 12

最低
20

出力
[kW]

前日SP価格:0.01円/kWh

限界費用
[円/kWh]

【前日スポット市場後】

定格
100

8 9 10 12

最低
20

【需給調整市場応札前】

後々の時間帯の需要に対応
するため、最低限の台数は稼働

限界費用
[円/kWh]

出力
[kW]

持替
余力
なし

売電先
なし

下げΔkW
余力なし

電源
Ⅲ

前日SP価格:0.01円/kWh
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出所）第41回需給調整市場検討小委員会（2023年8月17日）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html

（参考） 余剰時の火力等電源の経済合理的な行動

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2023/2023_jukyuchousei_41_haifu.html


32【ケース２－１】 余剰時・火力等電源（２／２）

定格
100

8 9 10 12

最低
20

出力
[kW]

限界費用
[円/kWh]

【前日スポット市場後】

定格
100

8 9 10 12

最低
20

【需給調整市場応札前】

需要に売電

限界費用
[円/kWh]

出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

持替
実施

下げΔkW必要量が80なら
10円電源は約定しない

持ち替えの機会費用:1円/kWh
逸失利益:約8円/kWh
下げΔkW応札価格:約9円/kW

最低価格（0.01円）
で入札・約定（約10円
の逸失利益が発生）

電源Ⅲの経済差し替え
を行わない（約8円の
逸失利益が発生）

機会費用:なし
逸失利益:約10円/kWh
下げΔkW応札価格:約10円/kW

◼ 余剰時において、前述のとおり、火力等電源が前日スポット市場で非経済的な行動をとる、具体的には、電源Ⅲの
経済差し替えを行わない、もしくは調整電源を最低価格（0.01円/kWh）で入札することを考える。

◼ この場合、火力等電源は、下げΔkW供出のための機会費用、および非経済的な行動をとった結果の逸失利益を、
下げΔkW応札価格に計上するものと考えられる。

◼ 一方、需給調整市場では必要な調整力しか調達しないため、下げΔkW応札全量が落札するとは限らず、調整力
提供者目線では不落（逸失利益の未回収※）リスクがあることによる売り控え（結果として下げΔkW調達不足）、
系統全体の目線では前日スポット市場で差し替え用買い入札が減る（あるいは最低価格売り入札が増える）こと
による無駄な余剰インバランス・FIP電源未約定（抑制）を生む等、制度上望ましくない結果に繋がると考えられる。

※ 上げΔkWは需給調整市場に約定した後に逸失利益等が確定する一方で、下げΔkWは約定前（前日スポット市場後）に逸失利益が確定している違いがある。

前日SP価格:0.01円/kWh 前日SP価格:0.01円/kWh



33【ケース２－２】 余剰時・FIP等再エネ電源

定格
100

0 0 0

最低
0

定格
100

最低
0限界費用

[円/kWh]
限界費用
[円/kWh]0 0 0

【前日スポット市場後】 【実需給断面】

出力
[kW]

出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下げ調整（ΔkWh）

下げΔkW供出のため
の機会費用なし
スポット0.01円のコマ
はプレミアム交付なしの
ため逸失利益もなし
（対価性は殆どない）

◼ 余剰時のFIP等再エネ電源については、限界費用が0円/kWhと想定すると、前日スポット市場が0.01円/kWhで
あったとしても、火力等電源のような差し替えニーズはなく、スポット市場約定結果として下げΔkWが存在する。

◼ この点、ケース１－２（平常時・再エネ）と同様、下げΔkW供出のための機会費用は存在しないことになる。

◼ また、FIP制度においては、前日スポット市場が0.01円になった場合（出力制御が発生するような時間帯）には、
プレミアムが交付されないことから、こちらは先ほどと異なり、下げΔkW供出に伴う逸失利益は存在しないこととなる。

◼ 前述のとおり、現状も余剰時においては、一般送配電事業者による電源Ⅱ運用によって、下げΔkWの確保ならびに
精算（V1対価で支払い）が行われていることを踏まえると、火力等電源の限界費用より安価と考えられる、FIP等
再エネ電源から下げΔkWを確保する価値はないとまで言えないか。

需要に売電
（SP按分約定）

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

【ex.V2=0円/kWh,
プレミアム=0円/kWh 】

収入:0×100=0円
支出:0×100=0円
収支:±0円
（±0であれば、下げΔkW対価の
受け取りがあれば、下げ調整に応じる
インセンティブはあるか）

前日SP価格:0.01円/kWh前日SP価格:0.01円/kWh



34（参考） 余剰時におけるFIP電源のプレミアムの取扱い

◼ 出力制御が発生するような時間帯（スポット市場が0.01円/kWhになった場合）において、プレミアムを交付する
ことは、FIP制度趣旨に沿わず適当ではないことから、当該時間帯はプレミアム交付は行われないこととなっている。
（その分のプレミアムに相当する額は、当該時間帯以外のコマ・エリアを対象に割り付けられる）

出所）第22回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2020年12月7日）資料2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/022_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/022_02_00.pdf


35【ケース２－３】 余剰時・充電リソース（１／２）

◼ こちらのケース２－３（余剰時・充電）においては、前日スポット市場価格が安いケースを検討する。

◼ 充放電が可能な揚水発電・蓄電池は、充放電ロス等を考慮した上で、電気の価値が安い（今回のケースにおいて
は0.01円/kWh）の時間帯で充電（調達）し、電気の価値の高い時間帯で放電（販売）することで利益を得る
ことが経済的に合理的な行動と考えられる。

定格
100

11 11 12 12

出力[kW]

時刻

【調達価格が高い場合（今回、平常時で検討）】

2割ロス

定格
▲100

放電

充電

前日SP価格
[円/kWh]

80

売電時間帯に比べて、調達時間帯が十分に安くない場合、
損失となり得ることから、充電（調達）しないこととなる。
（収支）160×12 － 200×11 = ▲280

定格
100

1 1 12 12

出力[kW]

時刻

【調達価格が安い場合（今回、余剰時で検討）】

2割ロス

定格
▲100

放電

充電

80

売電時間帯に比べて、調達時間帯が十分に安い場合、
収入が見込めることから、充電（調達）することとなる。
（収支）160×12 － 200×1 = +1720

実際には、この時間帯で
調達（充電）は実施
しない

前日SP価格
[円/kWh]



36【ケース２－３】 余剰時・充電リソース（２／２）

定格
▲100

0
限界費用
[円/kWh]

【前日スポット市場後】 【需給調整市場応札前】

出力
[kW]

◼ 前述のとおり、余剰時においては、本来的には自ら充電を行うものと考えられるものの、下げΔkWを提供するために、
非経済的行動、つまり、市場調達を行わないことが考えられる。

◼ この場合、充電リソースは、下げΔkW供出のために非経済的行動をとった結果の逸失利益を、下げΔkW応札価格
として計上するものと考えられる。

◼ この点、ケース２－１（余剰時・火力等電源等）と同様に、無駄な余剰インバランス・FIP電源未約定（抑制）
を生む等、制度上望ましくない結果に繋がると考えられる。

安価な電気で充電
を行わない（得られた
はずの販売益分の
逸失利益が発生）

定格
▲100

0
限界費用
[円/kWh]

出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

【逸失利益≒下げΔkW応札価格】
（ex.販売想定=12円/kWh）
12×80/100=9.6円

下げΔkW必要量が150
なら全量は約定しない
（50ずつプロラタ約定）

前日SP価格:0.01円/kWh前日SP価格:0.01円/kWh



37【ケース２－４】 余剰時・上げDR

【前日スポット市場後】 【需給調整市場応札前】

◼ 最後に、余剰時の上げDRについては、前述のとおり、充電リソース（ケース２－３）との類似点あるいは相違点も
踏まえて、検討を行う必要がある。

◼ この点、需要のタイムシフト（充電リソースとの類似点）においては、下げΔkWを提供するために、非経済的行動、
つまり、市場調達を行わないことが考えられ、ケース２－１・ケース２－３と同様に、無駄な余剰インバランス・FIP
電源未約定（抑制）を生む等、制度上望ましくない結果に繋がると考えられる。

◼ 一方、単純需要増加（充電リソースとの相違点）においては、下げΔkW供出による対価を受け取ることで初めて、
利益が出ることから、前日スポット市場に入札せず、下げΔkWに入札することが経済合理的な行動とも考えられる。

◼ この点、上げDRの契約内容次第であるものの、前述のとおり、現状も余剰時においては、一般送配電事業者による
電源Ⅱ運用によって、下げΔkWの確保ならびに精算が行われていることを踏まえると、火力等電源の限界費用より
安価な上げDR（単純需要増加）である場合、上げDRから下げΔkWを確保する価値はないとまで言えないか。

単純な需要増加モデルの場合

0
電気料金
[円/kWh]

【前日スポット市場後】出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

ベースライン
50

0
電気料金
[円/kWh]

【実需給断面】出力
[kW]

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

下
げ
Δ
k
W

ベースライン
50

100 100

【ex.V2=0円/kWh】
収入:0×50=0円
支出:0×50=0円
収支:±0円
（±0であれば、下げΔkW対価の
受け取りがあれば、下げ調整に応じる
インセンティブはあるか）

下げΔkW供出のための
機会費用・逸失利益なし、
実施に伴うコストの計上は
有り得るか

火力等電源と比べ、安価であれば、
確保する価値はないとまで言えないか

前日SP価格:0.01円/kWh前日SP価格:0.01円/kWh



38下げΔkWの市場調達について（ケーススタディ考察）

◼ 下げΔkWの市場調達について、ケーススタディした結果については下表のとおり。

◼ ケース2-2・2-4（余剰時のFIP等再エネ電源・上げDRの一部）では、一定程度合理性が見受けられたが、実際
には売り手側（調整力提供者）、買い手側（一般送配電事業者）ともに、スポット市場前に平常時か余剰時か
完全に分かる訳ではなく、また特定リソース（火力等電源・充電リソース）を排除する市場設計も望ましくない。

◼ 上記より、現行の制度においては、総じて、下げΔkWを需給調整市場で調達する必要性は低い※のではないか。

※ 今後、ゾーン制やノーダル制など市場主導型の導入に併せて検討

リソース種別 火力等電源 FIP等再エネ電源 充電リソース 上げDR

平常時
（スポット市場が
0.01円/kWh

以外）

【ケース１－１】
追加コストをかけて下げΔkW
調達することは、社会コストの
増加に繋がり合理的でない
（限界費用より安いV2単価で
精算される等下げ調整に応じる
インセンティブも存在）

【ケース１－２】
火力等電源に価格で劣後し、
市場約定される（対価が支
払われる）ことがなく、実質
的に意味がない
（現状において、下げ調整に
応じるインセンティブがない）

【ケース１－３】
追加コストをかけて下げΔkW
調達することは、社会コストの
増加に繋がり合理的でない
（V2単価を適切に設定する
ことで、下げ調整に応じるインセ
ンティブの設計は可能）

【ケース１－４】
火力等電源に価格で劣後し、
市場約定される（対価が支
払われる）ことがなく、実質
的に意味がない
（V2単価を適切に設定する
ことで、下げ調整に応じるインセ
ンティブの設計は可能）

余剰時
（スポット市場が
0.01円/kWh）

【ケース２－１】
機会費用、および非経済的
な逸失利益が計上されること
に加え、系統全体目線では
無駄な余剰インバラ発生・
FIP電源未約定（抑制）を
生むなど、制度上望ましくな
い結果に繋がると考えられる

【ケース２－２】
機会費用・逸失利益がなく、
火力等電源の限界費用
（現状の対価）より安価と
考えられるFIP等再エネ電源
から下げΔkW確保する価値
はないとまで言えないか
（下げΔkW対価の支払いが
あれば、下げ調整に応じるイン
センティブはあるか）

【ケース２－３】
非経済的な逸失利益が計
上されることに加え、系統全
体目線では無駄な余剰イン
バラ発生・FIP電源未約定
（抑制）を生むなど、制度
上望ましくない結果に繋がる
と考えられる

【ケース２－４】
DRの契約次第であるものの、
火力等電源の限界費用
（現状の対価）より安価で
あれば上げDR（単純需要
増）から下げΔkW確保する
価値はないとまで言えないか
（下げΔkW対価の支払いが
あれば、下げ調整に応じるイン
センティブはあるか）



39（参考） 市場における下げ調整力の商品化の検討

出所）第43回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2022年7月13日）資料2をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/043_02_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/043_02_00.pdf
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41まとめ（１／２）

◼ 今回、下げΔkW（下げ調整力）の必要性ならびに需給調整市場で応札・調達することについて検討した。

【下げΔkW（下げ調整力）の必要性】

◼ 一般送配電事業者が、調整力として、下げΔkW（下げ調整力）が必要である点は、構造上、上げΔkW（上げ
調整力）と変わらず、現状においても、余剰時においては、電源Ⅱ運用により事前に調整電源の出力を持ち上げる
ことで下げΔkWを確保し、事後的にその精算（対価の支払い）を行っている。

【同時同量インセンティブとの関係】

◼ 一方で、中長期的な調整力確保量の低減（これによる社会コスト増大の回避）には、制度全体として同時同量
インセンティブが十分に働く（インバランスを出さない）ような設計とする必要がある。

◼ 例えば、下げΔkWの調達が、逆にGC前の余剰インバランス発生を助長するような制度になった場合、中長期的な
下げΔkW必要量が増加する（社会コストが増大する）といった、制度上望ましくない結果に繋がることも考えられる。

◼ そのため、今回、下げΔkW確保を需給調整市場を通じて調達すべきか（合理的かどうか）検討するにあたり、上記
のような観点（同時同量インセンティブとの関係）は非常に重要となる。

【下げΔkW （下げ調整力）の市場調達】

◼ それらの観点（同時同量インセンティブとの関係）も踏まえながら、下げΔkW（下げ調整力）を、需給調整市場を
通じて調達すべきか（合理的かどうか）について、いくつかのケースに分けて検討を行った。



42まとめ（２／２）

リソース種別 火力等電源 FIP等再エネ電源 充電リソース 上げDR

平常時
（スポット市場が
0.01円/kWh

以外）

【ケース１－１】
追加コストをかけて下げΔkW
調達することは、社会コストの
増加に繋がり合理的でない
（限界費用より安いV2単価で
精算される等下げ調整に応じる
インセンティブも存在）

【ケース１－２】
火力等電源に価格で劣後し、
市場約定される（対価が支
払われる）ことがなく、実質
的に意味がない
（現状において、下げ調整に
応じるインセンティブがない）

【ケース１－３】
追加コストをかけて下げΔkW
調達することは、社会コストの
増加に繋がり合理的でない
（V2単価を適切に設定する
ことで、下げ調整に応じるインセ
ンティブの設計は可能）

【ケース１－４】
火力等電源に価格で劣後し、
市場約定される（対価が支
払われる）ことがなく、実質
的に意味がない
（V2単価を適切に設定する
ことで、下げ調整に応じるインセ
ンティブの設計は可能）

余剰時
（スポット市場が
0.01円/kWh）

【ケース２－１】
機会費用、および非経済的
な逸失利益が計上されること
に加え、系統全体目線では
無駄な余剰インバラ発生・
FIP電源未約定（抑制）を
生むなど、制度上望ましくな
い結果に繋がると考えられる

【ケース２－２】
機会費用・逸失利益がなく、
火力等電源の限界費用
（現状の対価）より安価と
考えられるFIP等再エネ電源
から下げΔkW確保する価値
はないとまで言えないか
（下げΔkW対価の支払いが
あれば、下げ調整に応じるイン
センティブはあるか）

【ケース２－３】
非経済的な逸失利益が計
上されることに加え、系統全
体目線では無駄な余剰イン
バラ発生・FIP電源未約定
（抑制）を生むなど、制度
上望ましくない結果に繋がる
と考えられる

【ケース２－４】
DRの契約次第であるものの、
火力等電源の限界費用
（現状の対価）より安価で
あれば上げDR（単純需要
増）から下げΔkW確保する
価値はないとまで言えないか
（下げΔkW対価の支払いが
あれば、下げ調整に応じるイン
センティブはあるか）

◼ ケース2-2・2-4（余剰時のFIP等再エネ電源・上げDRの一部）では、一定程度合理性が見受けられたが、実際
には売り手側（調整力提供者）、買い手側（一般送配電事業者）ともに、スポット市場前に平常時か余剰時か
完全に分かる訳ではなく、また特定リソース（火力等電源・充電リソース）を排除する市場設計も望ましくない。

◼ 上記より、現行の制度においては、総じて、下げΔkWを需給調整市場で調達する必要性は低い※のではないか。

◼ なお、これによって、FIP等再エネ電源の下げ調整（ΔkWh）に応じるインセンティブがない状態が継続することから、
引き続き、市場制度全体として整合の取れた対応策について、資源エネルギー庁と連携して更に検討を進める。

※ 今後、ゾーン制やノーダル制など市場主導型の導入に併せて検討


